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議第４３９５号
秦野都市計画区域区分の変更
（西大竹地区）

・議案書 １ページ ～ ６ページ
・図面集 １ページ ～ ２ページ

議第４３９６号
大井都市計画区域区分の変更
（諏訪地区）

・議案書 ７ページ ～ 12ページ
・図面集 ３ページ ～ ４ページ

審議事項説明資料①

第241回神奈川県都市計画審議会
令和５年２月３日
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秦野都市計画・大井都市計画 区域区分の変更（西大竹地区・諏訪地区）

小田原市

西大竹地区（秦野市）
諏訪地区（中井町）

第７回線引き見直しにおいて保留区域に設定していた西大竹地区及び
諏訪地区を市街化調整区域から市街化区域に編入するものです。

本案件は、

秦野市

中井町

秦野都市計画区域
大井都市計画区域
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秦野都市計画・大井都市計画 区域区分の変更（西大竹地区・諏訪地区）

秦野市 中井町
位置図

・この図面・地図は、平塚市長、小田原市長、秦野市長、伊勢原市長、大磯町長、二宮町長、中井町長及び大井町長の承認を得て、
同市町発行の都市計画基本図を使用・複製して調製したものです。 （小田原市 都計第43号）
・この図面は、平塚市、小田原市、秦野市、伊勢原市、大磯町、二宮町、中井町及び大井町との協議を経て、同市町作成の都市計画
決定データを使用して作成したものです。

変更する区域

主要な国道

凡 例

行 政 界

鉄 道

自動車専用道路
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主要な都市計画道路

中井町役場

秦野市役所

西大竹地区

諏訪地区
中井町

秦野市

平塚市

伊勢原市

大磯町

二宮町

大井町

中井町

秦野市

平塚市
大井町

大磯町

二宮町
小田原市

伊勢原市

秦野中井IC

松田町

小田原市
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秦野都市計画・大井都市計画 区域区分の変更（西大竹地区・諏訪地区）

市街化調整区域

市街化区域

凡 例

第一種中高層住居専用地域

第 一 種 住 居 地 域

第 二 種 住 居 地 域

準 工 業 地 域

工 業 専 用 地 域

・この地図は、平塚市長、秦野市長及び中井町長の承認を得て、同市町発行の都市計画基本図を複製して調製したものです。
・この図面は、平塚市、秦野市及び中井町との協議を経て、同市町作成の都市計画決定データを使用して作成したものです。

秦野中井IC

秦野市 中井町
位置図（拡大図）

中井町

秦野市

市街化区域

変更する区域

凡 例

自動車専用道路

都市計画道路

行 政 界

都市計画道路(計画)

平塚市

西大竹地区
約3.4ha

諏訪地区
約7.8ha
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秦野都市計画・大井都市計画 区域区分の変更（西大竹地区・諏訪地区）

空中写真（令和元年10月撮影）

変更する区域

凡 例

自動車専用道路

都市計画道路

行 政 界

都市計画道路(計画)

西大竹地区
約3.4ha

諏訪地区
約7.8ha中井町

秦野市

・この図面は、国土地理院ウェブサイトより取得した空中写真を複製したものです。
・この図面は、平塚市、秦野市及び中井町との協議を経て、同市町作成の都市計画決定データを使用して作成したものです。

平塚市

秦野中井IC
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秦野都市計画・大井都市計画 区域区分の変更（西大竹地区・諏訪地区）

空中写真（令和元年10月撮影）

変更する区域

凡 例

行 政 界

・この図面は、国土地理院ウェブサイトより取得した空中写真を複製したものです。
・この図面は、平塚市、秦野市及び中井町との協議を経て、同市町作成の都市計画決定データを使用して作成したものです。

中井町

平塚市

秦野中井IC

グリーンテクなかい

秦野市
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秦野都市計画・大井都市計画 区域区分の変更（西大竹地区・諏訪地区）

第２章 秦野都市計画区域の都市計画の方針

１ 都市計画区域における都市計画の目標

(３) 地域毎の市街地像

④ 新市街地ゾーン

南地区周辺においては、隣接する中井町との連携による産業形成を図る

ため、必要な産業業務施設集積地の整備について、農林漁業との調整を

図りながら、検討を行っていく。

【上位計画における位置付け】－秦野市西大竹地区－

■ 秦野都市計画 都市計画区域の整備、開発及び保全の方針
（平成２８年１１月）
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秦野都市計画・大井都市計画 区域区分の変更（西大竹地区・諏訪地区）

第２章 秦野都市計画区域の都市計画の方針

３ 主要な都市計画の決定の方針

(１) 土地利用に関する主要な都市計画の決定の方針

⑤ 市街化調整区域の土地利用の方針

エ 秩序ある都市的土地利用の実現に関する方針

(ア)（仮称）秦野ＳＡ及び南地区周辺については工業地として、産業フ

レームの範囲内で計画的市街地整備の検討を進め、その事業の実施の

見通しが明らかになった段階で、農林漁業との必要な調整を行ったう

え、市街化区域に編入するものとする。

【上位計画における位置付け】－秦野市西大竹地区－

■ 秦野都市計画 都市計画区域の整備、開発及び保全の方針
（平成２８年１１月）
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秦野都市計画・大井都市計画 区域区分の変更（西大竹地区・諏訪地区）

第５章 地区別まちづくりの方針

２ 南地区まちづくり方針

(４)まちづくり方針

ア 土地利用

(ｳ) 良好な操業環境の形成

秦野中井インターチェンジ隣接地では、新たな産業拠点集積を図るた

め、計画的な市街地整備を促進します。

【上位計画における位置付け】－秦野市西大竹地区－

■ 秦野市都市マスタープラン（令和３年３月）
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秦野都市計画・大井都市計画 区域区分の変更（西大竹地区・諏訪地区）

第２章 大井都市計画区域の都市計画の方針

１ 都市計画区域における都市計画の目標

(３) 地域毎の市街地像

「中井町」

中井町の北東部については、立地を活かし、農林漁業との調整を図り

ながら、物資の流通施設や工業地の整備について、検討を行う。

【上位計画における位置付け】－中井町諏訪地区－

■ 大井都市計画 都市計画区域の整備、開発及び保全の方針
（平成２８年１１月）


